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１ 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって                
 

 

（１）計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

 

 

 平成 18 年 10 月に施行された「障害者自立支援法」においては、障がいの種別ごとに

提供されてきたサービスの一元化や、既存のサービス体系の再編、利用者負担の見直し

などが行われるとともに、サービスの提供体制を計画的に整備するために都道府県及び

市町村に対して「障害福祉計画」の策定が義務付けされました。※１ 

 その後、「障害者自立支援法」の改正法である「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）が、平成 25年 4月（一

部、平成 26年 4月）に施行され、制度の谷間を埋めるため障害福祉サービスの対象とな

る障害者の定義に難病等が追加されるなどの改正が行われました。 

 また、「障害者総合支援法」の附則においては、同法の施行後 3年を目途として、障害

福祉サービスの在り方等についての見直しを行うこととされていました。これを受けて、

障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が平成 28

年 5 月に成立し、平成 30 年 4 月に施行されることとなっています。この「児童福祉法」

の改正において、都道府県及び市町村に対して新たに「障害児福祉計画」の策定が義務付

けされました。※２ 

「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」は、「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」

の規定により、国が定める「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を

確保するための基本的な指針（平成 18 年厚生労働省告示第 395 号）（以下「基本指針」

という。）に即し定めるものとされ、また、一体のものとして作成することができるとさ

れています。 

このため、本市においては、「第四期障害福祉計画」（平成 27 年度～平成 29 年度）の

計画期間の終了にともない、基本指針に即し、新たに「第五期障害福祉計画・第一期障害

児福祉計画」（平成 30年度～平成 32年度）を策定するものです。 

  

 

  
○ 本計画では、「障がい者」等の表記については、平成 23年に定めました「障害者の「害」の字を

ひらがな表記とすることに関する指針」に基づき、法令の名称や用語、制度・事業名、固有名詞、

専門用語などを除き、障がい者の「害」の字を「がい」と表記します。 

○ 本計画における「障がいのある人」等の範囲は、特に定めがない限り、以下のとおりです。 

「障がいのある人」・・・身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害及び高次脳機能障害を含

む）及び難病患者であって児童を含むもの 

「障がい者」・・・障害者総合支援法に定める「障害者」。 

「障がい児」・・・児童福祉法に定める「障害児」。 

○ 本計画におけるアンケート調査とは、平成 28年 11月に実施した「福祉についてのおたずね（障

害福祉サービス等）」及び平成 29年 8月に実施した「福祉についてのおたずね（障害児通所支援）」

をいいます。調査結果については、別に結果報告書を作成し、公表しています。 
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※１       「障害者総合支援法」から抜粋 

（市町村障害福祉計画） 

第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律

に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるもの

とする。 

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する

事項 

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ご

との必要な量の見込み 

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定

めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごと

の必要な見込量の確保のための方策 

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第

三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その

他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事

項 

（４～５ 略） 

６ 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第３３条の２０第１項に規定する市町村障害児福祉計画

と一体のものとして作成することができる。 

 

 

 

※２          「児童福祉法」から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（市町村障害児福祉計画） 

第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体

制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村

障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 

３ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について

定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保の

ための方策 

二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の確保に係る医療機関、教育機関その

他の関係機関との連携に関する事項 

（４～５ 略） 

６ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 
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（２）計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

 

 本市では、国の「基本指針」における障害福祉計画及び障害児福祉計画（以下「障害福

祉計画等」という。）の基本的な理念を踏まえ、次の 5つのことを本市における障害福祉

計画等の基本的な考え方（理念）とします。 

 

① 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の自己
じ こ

決定
けってい

の尊重
そんちょう

と意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

 

 

 地域共生社会を実現するため、障がいのある人等の自己決定を尊重し、その意思決

定の支援に配慮するとともに、障がいのある人等が必要とする障害福祉サービスやそ

の他の支援を受けつつ、自立と社会参加の実現を図っていくための、障害福祉サービ

ス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進めます。 

 

② 障害
しょうがい

種別
しゅべつ

によらない一元的
いちげんてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の実施
じ っ し

等
とう

 

 

 障害福祉サービスの対象となる障がい者等の範囲を身体障害者、知的障害者、精神

障害者（発達障害者、高次脳機能障害者を含む）、難病患者等であって１８歳以上の

者及び障がい児とし、サービスの充実を図ります。 

 

③ 入所
にゅうしょ

等
とう

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

の支援
し え ん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の

課題
か だ い

に対応
たいおう

したサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 

 障がい者等の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地域生活の継続

支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障がい者等の生活

を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域の社会資源を最大限に活用し、提

供体制の整備を進めます。 

 

④ 地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

 

 

 地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮ら

し、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、取組

等を推進します。 

 

⑤ 障
しょう

がい児
じ

の健
すこ

やかな育成
いくせい

のための発達
はったつ

支援
し え ん

 

 

 障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障がい児の健やかな育成を支援しま

す。障がい児、その家族に対し、障がいの疑いのある段階から身近な施設で支援でき
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るように、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障がい児通所支

援等の充実を図ります。 

また、障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、

教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体

制の構築を図ります。さらに、障がい児が障がい児支援を利用することにより、地域

の保育、教育等の支援を受けられるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、

全ての児童がともに成長できるよう、地域社会への参加や包容を推進します。 
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北本市第五期障害福祉計画 

北本市第一期障害児福祉計画 
計画期間：平成 30年度から平成 32年度まで 

 

（３）計画
けいかく

の期間
き か ん

 

 

 平成 30年度から平成 32年度までの３か年を計画期間とします。 
 

平 成 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

33年度 

 

34年度 

 

35年度 

 

36年度 

 

37年度 

 

38年度 

 

第四期障害福祉計画 
第五期障害福祉計画 

第一期障害児福祉計画 
第六期障害福祉計画 

第二期障害児福祉計画 

第七期障害福祉計画 

第三期障害児福祉計画 

 

第二次北本市 

障害者福祉計画 

第三次北本市障害者福祉計画 

支えあい、ともに暮らしあうまち 北本の実現 
 

 

 

（４）北本市
きたもとし

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

との関係
かんけい

 

 

 本計画は、障害者総合支援法第 88条に定める「障害福祉サービスの提供体制の確保そ

の他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画」、児童福祉法第 32条の 20に定め

る「障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障

害児相談支援の円滑な実施に関する計画」に位置づけられますが、障害者基本法第 11条

に基づく障害者基本計画とは調和が保たれていることが求められます。 

 本市では、平成 29 年度に「第三次北本市障害者福祉計画（「支えあい、ともに暮らし

あうまち 北本」の実現）（計画期間：平成 29 年度から平成 38 年度まで）」を策定しま

した。 

 本計画の実施にあたっては、第三次北本市障害者福祉計画と調和を保ちながら、進め

ていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者基本法に基づく計画 

第三次北本市障害者福祉計画 

（「支えあい、ともに暮らしあうまち北本」の実現） 

計画期間：平成 29年度から平成 38年度まで 

調和 
障がい者施策に関する基本的な

事項を定める中長期の計画 

３年間の実施計画的な位置づけの計画 

障害者総合支援法及び 

児童福祉法に基づく計画 
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（５）障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）を対象
たいしょう

としたサービス
さ ー び す

の全体像
ぜんたいぞう

 

 

 障がい者（児）を対象としたサービスは、障害者総合支援法に定められており、個別に

支給決定が行われる「自立支援給付」と、利用者の状況に応じて市町村が柔軟に実施でき

る「地域生活支援事業」に大別されます。また、障がい児を対象としたサービスは、別途

児童福祉法に定められています。 

  なお、平成 30年 4月施行の改正障害者総合支援法等により、新たなサービスとし

て、自立生活援助、就労定着支援及び居宅訪問型児童発達支援が創設されました。  

 

 ・理解促進研修・啓発事業         ・日常生活用具給付等事業 

 ・自発的活動支援事業           ・手話奉仕員養成研修事業 

 ・相談支援事業              ・移動支援事業 

 ・成年後見制度利用支援事業        ・地域活動支援センター事業 

 ・意思疎通支援事業            ・その他の事業 

 

 

自立支援給付 

障 

が 

い 

者
（
児
） 

【障害福祉サービス】 

介護給付 

  居宅介護 

  重度訪問介護 

  同行援護 

  行動援護 

  重度障害者等包括支援 

  生活介護 

  療養介護 

  短期入所(福祉型,医療型) 

  施設入所支援 

 訓練等給付 

  自立訓練(機能訓練,生活訓練) 

  就労移行支援 

  就労継続支援(A 型,B 型) 

  就労定着支援 

  自立生活援助 

  共同生活援助(グループホーム) 

【相談支援】 

計画相談支援給付 

地域相談支援給付 

  地域移行支援 

  地域定着支援 

【医療】 

自立支援医療 

  更生医療 

  育成医療 

  精神通院医療 

 療養介護医療 

【補装具費】 

【負担軽減】 

特定障害者特別給付 

 高額障害福祉サービス等給付費 

児童福祉法に基づく給付 

【障害児支援】 

障害児通所支援 

  児童発達支援 

医療型児童発達支援 

  放課後等デイサービス 

  保育所等訪問支援 

  居宅訪問型児童発達支援 

 障害児相談支援 

 障害児入所支援（埼玉県） 

地域生活支援事業 

 ・専門性の高い相談支援事業          ・広域的な支援事業 

 ・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修、派遣事業 

・意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 

 ・サービス・相談支援者、指導者育成事業                 

 ・その他の事業 

北本市 

埼玉県 
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（６）障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）の権利
け ん り

の擁護
よ う ご

 

 

① 障がい者等への虐待の防止 

 市と市障がい者虐待防止センターは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律」を踏まえ、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と

対応」に沿って、埼玉県障害者権利擁護センターや福祉事務所、児童相談所、精神保

健福祉センター、障がい者及び障がい者団体、学校、警察、民生委員・児童委員等と

連携し、障がい者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切

な対応、再発の防止等に取り組みます。 

 

② 障がいを理由とする差別の解消の推進 

 地域共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障がい者等の活動

を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、障がい者等に対する不当な差

別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障がい者

等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととしています。 

本市では障がいを理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための

啓発活動などを行います。 

 

③ 成年後見制度の利用の支援 

 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると

認められる利用者に対して支援を行うとともに、制度の周知及び利用の促進を図りま

す。 

 

 

 

 

＜参考＞ 

○ 障害者虐待防止法には、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業者は、

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備し、

従業者に対して、研修を実施する等の措置を講じなければならないとされています。 

 

○ 指定障害福祉サービス等支援の事業者をはじめとする福祉分野の事業者は、厚生労

働省が作成した「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消す

るための措置に関する対応指針」に基づき、障がいを理由とする差別を解消するため

の取組を行うにあたり、必要かつ合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応

じて柔軟に対応することが期待されています。 
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２ 障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）の状 況
じょうきょう

等
とう

                  

 

（１）障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）数
すう

の推移
す い い

等
とう

 

 

【障害者手帳所持者数】 

 

 平成 29年 3月 31日現在、身体障害者手帳所持者は 2,028人、療育手帳所持者は 420

人、精神障害者保健福祉手帳所持者は 431人となっています。構成をみると、精神障害

者保健福祉手帳所持者が療育手帳所持者を上回っています。 

なお、人口に占める割合は３障がいあわせて 4.27％となっています。 

 
 

■障害者手帳所持者数の推移■ 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

人  口 
68,806 

(100%) 

68,440 

(100%) 

67,960 

(100%) 

67,381 

(100%) 

身体障害者手帳所持者 
1,949 

(2.83%) 

1,972 

(2.88%) 

2,003 

(2.95%) 

2,028 

(3.01%) 

療育手帳所持者 
381 

(0.55%) 

387 

(0.57%) 

409 

(0.60%) 

420 

(0.62%) 

精神障害者保健福祉手帳所持者 
350 

(0.51%) 

367 

(0.54%) 

403 

(0.59%) 

431 

(0.64%) 

3障がい合計 
2,680 

(3.90%) 

2,726 

(3.98%) 

2,815 

(4.14%) 

2,879 

(4.27%) 

（単位：人、各 3月末） 
 

 年齢内訳をみると、身体障がい者では、所持者のほとんどが 18歳以上となっていま

す。知的障がい者では 18歳未満が約 3割（27.6％）、18歳以上が約７割（72.4％）の

構成となっています。 

 
 

■年齢内訳■ 

 18歳未満 18歳以上 合計 

身体障害者手帳所持者 
38 

(1.9%) 

1,990 

(98.1%) 

2,028 

(100%) 

療育手帳所持者 
116 

(27.6%) 

304 

(72.4%) 

420 

(100%) 

 

  

（単位：人、平成 29年 3月 31日現在） 
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 障がい程度内訳をみると、身体障がい者では 1級・2級をあわせた重度障がいが約半

数（47.8％）を占め、知的障がい者でも、最重度・重度が約半数（48.6％）となってい

ます。精神障がい者は、約 7割が 2級所持者となっています。 
 

■程度内訳■ 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

身体障害者手帳所持者 
701 

(34.6%) 

268 

(13.2%) 

335 

(16.5%) 

507 

(25.0%) 

108 

(5.3%) 

109 

(5.4%) 

2,028 

(100%) 
 

 最重度 重度 中度 軽度 合計 

療育手帳所持者 
99 

(23.6%) 

105 

(25.0%) 

117 

(27.9%) 

99 

(23.6%) 

420 

(100%) 
 

 １級 ２級 ３級 合計 

精神障害者保健福祉 

手帳所持者 

21 

(4.9%) 

308 

(71.5%) 

102 

(23.7%) 

431 

(100%) 

 

 

【障害支援区分認定者数】 

 

 介護給付等の申請があった場合に障害支援区分の認定が行われます。平成 29年 3月

31 日現在、障害支援区分認定者数は身体障がい者で 104 人、知的障がい者で 167 人、

精神障がい者で 51人となっています。 

 

■障害支援区分認定者数■ 
 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 合計 

身体障がい者 
0 

(0.0%) 

9 

(8.7%) 

19 

(18.3%) 

12 

(11.5%) 

20 

(19.2%) 

44 

(42.3%) 

104 

(100%) 

知的障がい者 
1 

(0.6%) 

11 

(6.6%) 

28 

(16.8%) 

44 

(26.3%) 

37 

(22.2%) 

46 

(27.5%) 

167 

(100%) 

精神障がい者 
6 

(11.8%) 

25 

(49.0%) 

6 

(11.8%) 

9 

(17.6%) 

4 

(7.8%) 

1 

(2.0%) 

51 

(100%) 

 

 

【難病患者数】 

  

 平成 29年 4月 1日現在で、「難病の患者に対する医療等に関する法律」による難病

医療費助成制度の対象疾病（指定難病）は 330疾病、「児童福祉法」による小児慢性特

定疾病医療費助成制度の対象疾病は 722疾病となっています。 

 

■難病患者数■ 
 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

指定難病医療受給者 454 447 479 

小児慢性特定疾病医療受給者 61 69 66 

合 計 515 516 545 

 

（単位：人、平成 29年 3月 31日現在） 

（単位：人、各年 3月末現在） 
（資料：鴻巣保健所） 

（単位：人、平成 29年 3月 31日現在） 
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【市内にある障害福祉サービス事業所】 
埼玉県指定事業所・施設一覧 

北本市指定特定相談支援事業所一覧 

 

  

サービスの種類 事業所・施設の名称 
主たる対象者 

指定なし 身体 知的 精神 障がい児 

居宅介護 

けあビジョン北本 ○     

社会福祉法人北本市社会福祉協議会 ○     

ニチイケアセンター北本 ○     

ひまわり介護サービス  ○ ○ ○ ○ 

コープみらい北本介護センター  ○ ○ ○ ○ 

愛の手まごころサービス ○     

クローバー ○     

介護ステーションとまと ○     

重度訪問介護 

けあビジョン北本  ○       

社会福祉法人北本市社会福祉協議会  ○       

ニチイケアセンター北本  ○       

ひまわり介護サービス  ○       

コープみらい北本介護センター  ○       

愛の手まごころサービス  ○       

クローバー ○      

介護ステーションとまと ○      

同行援護 

けあビジョン北本  ○     ○ 

ニチイケアセンター北本 ○       

クローバー ○       

介護ステーションとまと ○       

行動援護 クローバー ○       

生活介護 

北本市立あすなろ学園     ○     

北本市総合福祉センター  ○      

北本市立ふれあいの家  ○ ○    

就労移行支援 てんとうむし北本       ○   

就労継続支援 B型 北本市立あすなろ学園     ○     

共同生活援助 グループホームたんぽぽ     ○     

計画相談支援 

相談支援事業所ぽぽろ ○      

障害児相談支援室スマイルすきっぷ ○      

障害者相談支援事業所クオーレ ○      

児童発達支援 
北本市立児童発達支援センター         ○ 

こぱんはうすさくら北本教室         ○ 

放課後等デイサービス 

こども支援センターいろは         ○ 

ジュニアジョブサポートさくら         ○ 

放課後等デイサービスすきっぷ         ○ 

放課後等デイサービスじゃんぷ         ○ 

こぱんはうすさくら北本教室         ○ 

保育所等訪問支援 北本市立児童発達支援センター         ○ 

障害児相談支援 

相談支援事業所ぽぽろ         ○ 

北本市立児童発達支援センター         ○ 

障害児相談支援室スマイルすきっぷ         ○ 

障害者相談支援事業所クオーレ         ○ 

（平成 29年 10月 1日現在） 
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（２）特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

在籍者数
ざいせきしゃすう

等
とう

 
 

【特別支援学校等】 
 

 平成 29年 4月 1日現在、特別支援学校等の小学部に 24人、中学部に 20人、高等部

に 32人の児童・生徒が通っています。 
 

■特別支援学校等へ通学している児童数（小学部）■ 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

騎西特別支援学校 1 9 2 1 3 2 18 

川島ひばりが丘特別支援学校 0 0 0 2 0 2 4 

特別支援学校塙保己一学園 0 1 0 0 1 0 2 

計 1 10 2 3 4 4 24 

 

 

■特別支援学校等へ通学している生徒数（中学部）■ 

 １年 ２年 ３年 合計 

騎西特別支援学校 5 9 1 15 

川島ひばりが丘特別支援学校 1 1 2 4 

筑波大学附属桐生が丘特別支援学校  1 0 0 1 

計 7 10 3 20 

 

 

■特別支援学校等へ通学している生徒数（高等部）■ 

 １年 ２年 ３年 合計 

騎西特別支援学校 9 7 7 23 

川島ひばりが丘特別支援学校 1 2 2 5 

特別支援学校さいたま桜高等学園 1 1 0 2 

久喜特別支援学校 1 0 0 1 

特別支援学校羽生ふじ高等学園 1 0 0 1 

計 13 10 9 32 

 

※ 平成 29年 4月 1日現在 

 

（単位：人） 

（単位：人） 

（単位：人） 
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【特別支援学級】 
 

 平成 29年 4月 1日現在、市内の小学校 7校に 44人の児童が、中学校 4校に 27人の

生徒が在籍しています。 
 

■特別支援学級児童数（小学校）■ 

 学級数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

中丸小学校 2 ｸﾗｽ 0 2 2 2 2 4 12 

石戸小学校 1 ｸﾗｽ 0 1 1 0 0 1 3 

南 小 学 校 2 ｸﾗｽ 0 0 2 2 2 1 7 

栄 小 学 校 2 ｸﾗｽ 0 0 0 2 1 2 5 

西 小 学 校 2 ｸﾗｽ 2 0 1 0 0 1 4 

東 小 学 校 2 ｸﾗｽ 2 0 1 1 1 4 9 

中丸東小学校 2 ｸﾗｽ 1 1 0 0 1 1 4 

計 13 ｸﾗｽ 5 4 7 7 7 14 44 

 

 

■特別支援学級生徒数（中学校）■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 29年 4月 1日現在 

 

 

  

 学級数 １年 ２年 ３年 計 

北本中学校 2 ｸﾗｽ 4 2 5 11 

東 中 学 校 2 ｸﾗｽ 4 0 4 8 

西 中 学 校 2 ｸﾗｽ 2 2 2 6 

宮内中学校 2 ｸﾗｽ 0 1 1 2 

計 8 ｸﾗｽ 10 5 12 27 

（単位：人） 

（単位：人） 
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（３）障
しょう

がい者
しゃ

の就 職
しゅうしょく

状 況
じょうきょう

 

 

【大宮公共職業安定所（ハローワーク大宮）】 

 

 大宮公共職業安定所管内*の障がい者就職数は、第四期計画期間中で、平成 27 年度

508人、平成 28年度 573人と年々増加しています。 

 

■大宮公共職業安定所管内の障がい者就職者数■ 

 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 その他の障がい者 合計 

平成 20年度 120（55） 75（47） 53 2 250 

平成 21年度 103（49） 103（67） 57 0 263 

平成 22年度 97（36） 81（55） 66 3 247 

平成 23年度 108（54） 92（54） 96 5 301 

平成 24年度 124（58） 145（79） 159 4 432 

平成 25年度 138（62） 148（75） 226 9 521 

平成 26年度 171（75） 99（56） 219 9 498 

平成 27年度 149（71） 84（31） 265 10 508 

平成 28年度 146（70） 131（51） 287 9 573 

※（ ）重度障がい者数                         （単位：人、3 月末現在） 

  
*大宮公共職業安定所管内 

 さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区、鴻巣市（旧吹上町、旧川里

町を除く）、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、伊奈町 

 

 

【北本市障がい者就労支援センター】 

 

平成 24 年 10 月に設置した北本市障がい者就労支援センターは、就労支援相談員が

就労を希望する障がい者の相談を受け、本人の希望、能力、障がい特性等に応じ、ハロ

ーワークへの登録、会社見学、職場実習、面接等の支援をしています。就職後も定期的

に職場訪問を行い、本人と職場の双方が障がい特性を理解しながら職場に定着できる

よう支援をしています。 

平成 29年 3月 31日現在の登録者数は 114人、就労者数は 57人となり、登録者の半

数が就労に結びついています。 

 
■北本市障がい者就労支援センター登録者数等の状況■ 

 

 

登録者数（人） 就労者数（人） 
就労率 

身体 知的 精神 その他 合計 身体 知的 精神 その他 合計 

平成 24年度 0 13 4 0 11 0 5 1 0 6 35.3% 

平成 25年度 9 27 28 2 66 1 14 6 0 21 31.8% 

平成 26年度 12 39 41 1 93 3 12 9 0 24 25.8% 

平成 27年度 12 44 51 1 108 5 18 11 0 34 31.5% 

平成 28年度 13 44 56 1 114 6 24 27 0 57 50.0% 

※その他は、難病等の人、障害者手帳申請中の人の数。             （単位：人、各 3月末） 
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（４）障
しょう

がい者数
しゃすう

の推計
すいけい

 

 

 障害福祉サービス見込量算出のために、平成 30 年から平成 32 年の障がい者数を推

計しました。これまで、身体障害者手帳所持者数、療育手帳所持者数、精神障害者保健

福祉手帳所持者数は、一貫して増加傾向にあり、計画期間の 3 年間についてもこの増

加傾向が続くと仮定し、推計を行ったものです。 

 
■障害者手帳所持者数の推移■ 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 平成 32年 

身体障害者手帳所持者 1,949  1,972  2,003  2,028  2,055 2,082 2,109 

対前年比率 - 1.17 1.55 1.23 1.32 1.32 1.32 

療育手帳所持者 381  387  409  420  433 447 461 

対前年比率 - 1.55 5.38 2.62 3.18 3.18 3.18 

精神障害者保健福祉手帳所持者 350  367  403  431  460 491 524 

対前年比率 - 4.63 8.93 6.50 6.69 6.69 6.69 

３障がい合計 2,680  2,726  2,815  2,879  2,948  3,020  3,094  

（単位：人、各年 3月末） 

    ※平成 30年以降の対前年比は、平成 26-29年の平均比率 
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３ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

（平成
へいせい

32年度
ね ん ど

の将来像
しょうらいぞう

）          
 

 各項目の目標のうち、市町村が設定する事項について、国基本指針及び埼玉県の考え

方を踏まえ、本市の考え方を設定します。 

 

（１）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

 

  地域生活への移行を進める観点から、平成28年度末時点の施設入所者のうち、今後、

自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、そ

の上で、平成 32年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定します。 

 

国基本指針の考え方 埼玉県の考え方 

平成 28年度末時点での施設入所者の 9％以

上が地域生活へ移行することとするととも

に、これに合わせて平成 32年度末時点の施設

入所者数から 2％以上削減することを基本と

する。 

当該目標値の設定に当たり、平成 29年度末

において、障害福祉計画で定めた平成 29年度

までの目標が達成されないと見込まれる場合

は、未達成割合を目標値に加えた割合以上を

目標値とする。 

 

 地域移行者数は国と同様 9％以上とするが、

障害者施設入所者の削減数の数値目標は設定

しない。 

 

《設定しない理由》 

 本県の入所待機者は年々増加しており、特に

強度行動障害や重度の重複障害などによる地

域生活が困難な者が多数入所待ちをしている

状況である。 

 

  本市では、埼玉県の考え方、現在入所している障がい者の状況や入所待機者の状況

を踏まえ、平成 28 年度末時点の入所者 51 人のうち 5 人（9％相当）が、平成 32 年度

末までに地域生活へ移行することを目標とします。 

  また、入所者数の削減見込みは、県の考え方のとおりとし、設定しないこととしま

す。 

 

項 目 数 値 考え方 

平成 28年度末時点の入所者数 51人  

【目標値】 地域生活移行者数 5人 平成 32年度末までに地域生活へ移行する者の目標数 
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（２）精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

 

 

  長期入院精神障がい者の地域移行を進めるにあたり、地域精神保健医療福祉の一体

的な取組の推進に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人

が共生できる包摂的（インクルーシブ）な社会を構築していく必要があります。このた

め、市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況に関する目標を設

定します。 

 

国基本指針の考え方 埼玉県の考え方 
 平成32年度末までにすべての市町村ごとに

協議会やその専門部会等保健、医療、福祉関係

者による協議の場を設置することを基本とす

る。 

 医療関係者としては、病院、診療所、訪問看

護ステーション等において精神科医療に携わ

る関係者が参加することが望ましい。 

 市町村単独での設置が困難な場合には、複

数市町村による共同設置であっても差し支え

ない。 

 

 国基本指針のとおり。 

 

  本市では、国及び埼玉県の考え方のとおりとします。 

  精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができる

よう、精神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため保健、医療、福

祉関係者による協議の場を設置することを目標とします。 

 

項 目 数 値 考え方 

保健、医療、福祉関係者による協議の

場を設置する。 
設置 平成 32年度末までに協議の場を設置する。 
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（３）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

 

 

  障がいのある人の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・

対応、専門性、地域の体制づくり等）の集約を行う拠点等（面的な体制を含む）につい

て、整備することが求められています。 

 

国基本指針の考え方 埼玉県の考え方 
平成 32 年度末までに各市町村又は各圏域に

少なくとも一つを整備することを基本とする。 

 国基本指針のとおり。 

 

  本市では、埼玉県の動向を注視するとともに、自立支援協議会等において地域生活

支援拠点等の機能や整備の方向性を検討し、平成 32 年度までの整備を目標とします。 

 

項 目 数 値 考え方 

地域生活支援拠点等を整備する。 整備 市または圏域を含め、平成 32年度末までに整備する。 

 

＜地域生活支援拠点のイメージ（障害保健福祉関係主管課長会議資料より）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*印の付いている用語の説明 
 

圏域 

施策の推進・連携を図る観点から、市町村より広域的な行政単位として県内を 10地

域に分けた「障害保健福祉圏域」が設定されています。北本市は県央障害保健福祉圏域

（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町）に含まれています。  
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（４）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

等
とう

 

 

  福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成 32年度中に一般就労に

移行する人の目標値を設定します。 

 

国基本指針の考え方 埼玉県の考え方 

平成 28 年度の一般就労への移行実績の 1.5

倍以上とすることを基本とする。 

また、当該目標値を達成するため、就労移行

支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移

行率に係る目標値を設定することとし、就労移

行支援事業の利用者数については、平成 32 年

度末における利用者数が平成 28 年度末におけ

る利用者数の 2割以上増加すること、事業所ご

との就労移行率については、就労移行支援事業

所のうち、就労移行率が 3割以上の事業所を全

体の 5割以上とすることを目指すものとする。 

なお、目標値の設定に当たり、平成 29 年度

末において、障害福祉計画で定めた平成 29 年

度までの目標が達成されないと見込まれる場

合は、未達成割合を各目標値に加えた割合以上

を目標値とする。 

就労定着支援事業による支援を開始した時

点から 1 年後の職場定着率を 8 割以上とする

ことを基本とする。 

一般就労に移行する者の数及び就労移行支

援事業の利用者数に係る目標値の設定に当た

り、平成 29 年度末において、障害福祉計画で

定めた平成 29 年度までの数値目標が達成され

ないと見込まれる場合は、未達成割合を平成32

年度末における各々の目標値に加えた割合以

上を目標値とする。 

 国基本指針のとおり。 

 

  国基本指針及び県の考え方のとおり設定します。ただし、就労移行支援事業所は市

内に 1か所のみのため（平成 29年 4月 1日現在）、「就労移行支援事業所のうち、就

労移行率が 3 割以上の事業所を全体の 5 割以上とすることを目指す」に関しては、目

標設定はしません。 

平成 32年度の一般就労への移行者数については、18人を目標とします。 

  就労移行支援事業の利用者数については、平成 32 年度末の利用者数 28 人以上を目
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標とします。 

  障害者総合支援法の改正により、新たなサービスとして創設される就労定着支援事

業の利用者数については、平成 32年度末の利用者数 4人を目標とします。また、支援

を開始した時から 1年後の職場定着率を 8割とします。 

 

 

項 目 数 値 考え方 

平成 28年度の 

一般就労移行者数 
12人 平成 28年度に一般就労に移行した者の数 

【目標値】 平成 32年度の 

一般就労移行者数 
18人 平成 32年度において一般就労に移行する者の数 

 

項 目 数 値 考え方 

平成 28年度末の 

就労移行支援の利用者数 
23人 平成 28年度末において就労移行支援を利用していた者の数 

【目標値】 平成 32年度末の 

就労移行支援の利用者数 

28人

以上 
平成 32年度末において就労移行支援を利用している者の数 

 

項 目 数 値 考え方 

【目標値】 平成 32年度末の 

就労定着支援の利用者数 
4人 平成 32年度末において就労定着支援を利用している者の数 

【目標値】 就労定着支援の利

用者の 1年後の職場定着率 
8割 就労定着支援を利用している者の 1年後の職場定着率 
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（５）障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

 

 

 障がい児の健やかな育成のための発達支援を図るため、障がい児支援の提供体制の

整備等について、目標を設定します。 

 

国基本指針の考え方 埼玉県の考え方 

① 平成 32 年度末までに、児童発達支援セン

ターを各市町村に少なくとも 1 か所以上設

置することを基本とする。なお、市町村単独

での設置が困難な場合には、圏域での設置で

あっても差し支えない。 

 また、平成 32 年度末までに、全ての市町

村において、保育所等訪問支援を利用できる

体制を構築することを基本とする。 

② 平成 32 年度末までに、主に、重症心身障

害児を支援する児童発達支援事業所及び放

課後等デイサービス事業所を各市町村に少

なくとも 1 か所以上確保することを基本と

する。なお、市町村単独での設置が困難な場

合には、圏域での設置であっても差し支えな

い。 

③ 医療的ケア児が適切な支援を受けられる

ように、平成 30年度末までに、県、各圏域、

各市町村において、保健、医療、障がい福祉、

保育、教育等の関係機関等が連携を図るため

の協議の場を設けることを基本とする。な

お、市町村単独での設置が困難な場合には、

県が関与した上での、圏域での設置であって

も差し支えない。 

 国基本指針のとおり。 

 

 国基本指針及び県の考え方のとおり設定します。 

  障がい児の支援のため地域支援体制の構築、保育・保健医療・教育・就労支援等の関

係機関と連携した支援、地域社会への参加・包容の推進、特別な支援が必要な障がい児

に対する支援体制の整備、障がい児相談支援の提供体制の確保が必要となります。そこ

で、障がい児支援の提供体制の整備等として次の目標を設定します。 
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項 目 数 値 考え方 

児童発達支援センターの設置 設 置 平成 27年 4月に設置済 

保育所等訪問支援を利用できる体制

の構築 
実 施 提供体制の構築済 

重症心身障がい児を支援する児童発

達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所の確保 

確 保 
市または圏域を含め、平成 32 年度末までに１か所以

上の確保 

関係機関等が連携を図るための協議

の場の設置 
設 置 平成 30年度末までに協議の場を設置する。 
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４ サービス
さ ー び す

体系
たいけい

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）日中活動系サービス 

（３）居住系サービス 

（４）相談支援 

①居宅介護 

②重度訪問介護 

④行動援護 

⑤重度障害者等包括支援 

①生活介護 

②自立訓練（機能訓練、生活訓練） 

③就労移行支援 

⑦短期入所（福祉型、医療型） 

④就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

⑥療養介護 

①自立生活援助 

②地域移行支援 

①計画相談支援 

（１）訪問系サービス 

【障害福祉サービス等】 

③同行援護 

（５）障害児支援 ①児童発達支援 

③放課後等デイサービス 

④保育所等訪問支援 

③地域定着支援 

⑤就労定着支援 

②共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

③施設入所支援 

②医療型児童発達支援 

⑤居宅訪問型児童発達支援 

⑥障害児相談支援 
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【地域生活支援事業】 

（３）相談支援事業 

（５）意思疎通支援事業 

（６）日常生活用具給付等事業 

（９）地域活動支援センター事業 

（１）理解促進研修・啓発事業 

（２）自発的活動支援事業 

（８）移動支援事業 

（４）成年後見制度利用支援事業 

（７）手話奉仕員養成研修事業 

（１０）その他事業 ①訪問入浴サービス事業 

②更生訓練費給付事業 

③日中一時支援事業 
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５ 障害福祉
しょうがいふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

の見込
み こ

み量
りょう

             
 

 障害者総合支援法で規定されている障害福祉サービス（相談支援を含む）及び児童福

祉法で規定されている障害児通所支援（障害児相談支援を含む）の計画期間におけるサ

ービス見込量については、これまでの利用実績やアンケート調査の結果、国・県の基本的

な考え方等を踏まえ、次のとおり推計しました。 

 

（１） 訪問系
ほうもんけい

サービス
さ ー び す

 

 

①居宅
きょたく

介護
か い ご

 

 

 ホームヘルパーが訪問し、自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理等の家事その

他の生活全般にわたる援助を行います。 

 

②重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

 

 重度の肢体不自由者または重度の知的障がいや精神障がいにより、行動上著しい困

難を有し、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等、また外

出時における移動中の介護を総合的に行います。 

 

③同行
どうこう

援護
え ん ご

 

 

 視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に対し、外出に同行し、移動に必要な情

報を提供するとともに、移動の援護その他必要な援助を行います。 

 

④行動
こうどう

援護
え ん ご

 

 

 知的障がい、精神障がいにより、行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする 

人が、行動するときに危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介

護、排せつ、食事等の介護その他必要な援助を行います。 

 

⑤重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

 

 常に介護を必要とし、意思の疎通を図ることに著しい支障がある人で、四肢の麻痺や

寝たきりの状態にある、または、知的障がい、精神障がいにより行動上著しい困難があ

る人に対し、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所等複数のサービスを包括的

に行います。 
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1 か月あたりの事業実績は、第三期計画期間の初年度である平成 24 年度では利用者数

60人、利用時間 1,195時間で、続く平成 25年度では、利用者数、利用時間ともに増加し

ましたが、平成 26年度には利用者数は増加したものの、利用時間は微減しました。 

第四期計画期間の初年度である平成 27 年度では、利用者数は 77.8 人と増加し、利用

時間も約 1,472時間と増加しました。平成 28年度は、利用時間は増加したものの、利用

者数は微減となりました。しかしながら、中長期的には増加傾向と想定されます。 

 アンケート調査結果では、第四期と同様に、特に身体障がい者で利用意向が高くなっ

ています。今後の推移もこうした利用意向を勘案し、また、事業者が増えサービス提供体

制も充実してきていることから、利用者数・利用時間とも増加していくと想定されます。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援をあわせて、平成

32 年度においては、1 か月あたり、利用者数 100 人、利用時間 2,000 時間分のサービス

量を見込むこととします。 

  

［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数、利用時間 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

居宅介護 
利用者数 

75.9人 

利用時間 

1,529.6時間 

利用者数 

90 人 

利用時間 

1,800 時間 

利用者数 

95 人 

利用時間 

1,900 時間 

利用者数 

100人 

利用時間 

2,000 時間 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

※1人あたりの平均利用時間を 20時間／月として計算 

 

  

1,195.0
1,365.0 1,350.0

1,471.5 1,529.6
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《訪問系サービスの実績（１か月あたり平均）》

利用時間
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（２）日中
にっちゅう

活動系
かつどうけい

サービス
さ ー び す

 

 

①生活
せいかつ

介護
か い ご

 

 

 常に介護を必要とする人に、昼間、障害者支援施設等において、入浴、排せつ、食事

等の介護、調理等の家事その他の生活全般にわたる援助を行うとともに、創作的活動ま

たは生産活動の機会を提供します。 

  

 
 

 平成 24 年度の 1 か月あたりの利用者は 144.5 人で、平成 26 年度までの第三期計画

期間中は、ほぼ横ばいに推移しました。第四期計画期間の初年度である平成 27年度は、

微増に推移しましたが、平成 28 年度には 1 か月あたり平均 10 人の増となりました。

第五期計画期間中は、特別支援学校の卒業者数の推移やサービスの利用ニーズを勘案

すると、利用者は増加していくと想定されます。平成 32 年度においては、1 か月あた

り、利用者 175人、利用日数 3,850人日分のサービス量を見込むこととします。 

  
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

生活介護 
利用者数 

158.5 人 

利用者数 

165人 

利用日数 

3,630 人日分 

利用者数 

170人 

利用日数 

3,740 人日分 

利用者数 

175人 

利用日数 

3,850 人日分 

※1人あたりの利用日数を 22 日／月として計算 

 

《生活介護の利用者像》 

生活介護 

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方 

① 障害支援区分 3以上（施設へ入所する場合は区分 4以上） 

② 年齢が 50歳以上の場合は、障害支援区分が区分 2以上（施設入所の場合は区分 3以上） 
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②自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

 

 自立した日常生活または社会生活が送れるように、一定期間、身体機能または生活能

力の向上のために必要な訓練を行います。 

 自立訓練のうち機能訓練は、身体障がい者、難病を患っている方を対象とし、理学療

法や作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談、助言その他の必

要な支援を行います。 

 自立訓練のうち生活訓練は、知的障がい者・精神障がい者を対象とし、入浴、排せつ

及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談、

助言その他の必要な支援を行います。 

 

 

 

 

  

 

 市内には「機能訓練」、「生活訓練」を実施している事業所はなく、市外の施設を利用

しており、平成 28年度の実績は「機能訓練」が 1.2人、「生活訓練」が 7.5人となって

います。 

 今後は、機能訓練は横ばいであると想定され、平成 30 年度から平成 32 年度におい

ては、1 か月あたり 2 人を、生活訓練は増加していくと想定され、平成 32 年度におい

ては、1か月あたり 10人のサービス量を見込むこととします。 

  

0.0
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［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

自立訓練（機能訓練） 
利用者数 

1.2人 

利用者数 

2 人 

利用日数 

44 人日分 

利用者数 

2 人 

利用日数 

44 人日分 

利用者数 

2 人 

利用日数 

44 人日分 

自立訓練（生活訓練） 
利用者数 

7.5人 

利用者数 

8 人 

利用日数 

176人日分 

利用者数 

9 人 

利用日数 

198人日分 

利用者数 

10 人 

利用日数 

220人日分 

※1人あたりの利用日数を 22 日／月として計算 

 

《自立訓練の利用者像》 

機能訓練 生活訓練 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の

維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体

障がいのある方、または難病を患っている方 

① 入所施設・病院を退所・退院した方であっ

て、地域生活への移行等を図る上で、身体的

リハビリテーションの継続や身体機能の維持・

回復などの支援が必要な方 

② 特別支援学校を卒業した方であって、地域

生活を営む上で、身体機能の維持・回復など

の支援が必要な方 

等 

 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上

等のため、一定の支援が必要な知的障がいの

ある方・精神障がいのある方。 

① 入所施設・病院を退所・退院した方であっ

て、地域生活への移行を図る上で、生活能

力の維持・向上などの支援が必要な方 

② 特別支援学校を卒業した方、継続した通

院により症状が安定している方等であっ

て、地域生活を営む上で、生活能力の維持・

向上などの支援が必要な方 

等 
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③就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

 

 一般企業等への就労を希望する人に、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供

その他の就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、

適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の

必要な支援を行います。 

 

 

 

  第四期計画期間の初年度である平成 27 年度の利用者は 22.8 人、平成 28 年度は、

25.1人と増加傾向にあります。平成 25年 4月に障害者の雇用の促進等に関する法律等

関係法令の改正により、法定雇用率が引き上げられたこと、また、平成 26 年 10 月に

市内に就労移行支援を提供する事業所が開設したことも影響していると考えられます。 

今後も利用者数は増加していくと想定され、平成 32年度においては、1か月あたり 40

人のサービス量を見込むこととします。 
 

［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

就労移行支援 
利用者数 

25.1人 

利用者数 

30 人 

利用日数 

660人日分 

利用者数 

35 人 

利用日数 

770人日分 

利用者数 

40 人 

利用日数 

880人日分 

※1人あたりの利用日数を 22 日／月として計算 

  

《就労移行支援の利用者像》 

就労移行支援 

① 就労を希望する人で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識、技術の習

得、就労先の紹介その他の支援が必要な 65歳未満の人 

② あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を取得することにより、就労を希望す

る人 
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④就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

 

 一般企業等での就労が困難な人に、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就

労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。 

 就労継続支援のうちＡ型は、事業所内において雇用契約に基づき就労の機会が提供

され、これらの経験を積むことで一般就労に必要な知識・能力が高まった場合には、一

般就労に向けた支援が提供されます。 

 就労継続支援のうちＢ型は、雇用契約は結ばず、就労の機会が提供されます。これら

を通じて、就労に必要な知識・能力が高まった場合には、就労に向けた支援が提供され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 平成 28 年度の就労継続支援Ａ型利用者（1 か月あたり平均）は 5.7 人、就労継続支

援Ｂ型の利用者（1か月あたり平均）は 58.1人となっています。 

 就労継続支援Ａ型については、県内でもサービスを実施している事業所は少ないも

のの、就労志向の高まりから利用者は増加していくことが想定され、平成 32年度にお

いては、1か月あたり 10人のサービス量を見込むこととします。 

 就労継続支援Ｂ型については、特別支援学校の卒業者数等を踏まえ、平成 30年度か

ら平成 32 年度において利用者数は増加傾向にあると想定され、平成 32 年度において

は、1か月あたり 75人のサービス量を見込むこととします。 
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《就労継続支援の実績 Ａ型（１か月あたり平均）》

利用者数

46.4 49.7
54.4 53.5

58.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度（人）

《就労継続支援の実績 Ｂ型（１か月あたり平均）》

利用者数
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［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

就労継続支援（Ａ型） 
利用者数 

5.7人 

利用者数 

8 人 

利用日数 

176人日分 

利用者数 

9 人 

利用日数 

198人日分 

利用者数 

10 人 

利用日数 

220人日分 

就労継続支援（Ｂ型） 
利用者数 

58.1人 

利用者数 

65 人 

利用日数 

1,430 人日分 

利用者数 

70 人 

利用日数 

1,540 人日分 

利用者数 

75 人 

利用日数 

1,650 人日分 

※1人あたりの利用日数を 22 日／月として計算 

  
《就労継続支援の利用者像》 

Ａ型 Ｂ型 

企業等に就労することが困難な方であっ

て、雇用契約に基づき、継続的に就労するこ

とが可能な 65歳未満の方（利用開始時 65 歳

未満の方）。具体的には次のような例が挙げ

られます。 

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等

の雇用に結びつかなかった方 

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行

ったが、企業等の雇用に結びつかなかった

方 

③ 企業等を離職した方など就労経験のあ

る方で、現に雇用関係がない方 

等 

就労移行支援事業等を利用したが一般企

業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に

達している方などであって、就労の機会等を

通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上

や維持が期待される方。具体的には次のよう

な例が挙げられます。 

① 就労経験がある方であって、年齢や体力

の面で一般企業に雇用されることが困難

となった方 

② 50歳に達している方、または障害基礎年

金 1級受給者 

③ ①②のいずれにも該当しない方であっ

て、就労移行支援事業者等によるアセスメ

ントにより、就労面に係る課題等の把握が

行われている方 

④ 障害者支援施設に入所する方について

は、指定特定相談支援事業者によるサービ

ス等利用計画の作成の手続きを経た上で、

市町村が利用の組み合わせの必要性を認

めた方 

等 
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⑤就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

 

 一般企業等へ就労した人の就労に伴う生活面の課題を把握するとともに、企業・自宅

等への訪問等により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、

必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 

 

 平成 30年度の改正障害者総合支援法の施行により、新たに創設されるサービス。 

 就労移行支援の利用者数、一般就労への移行者の増加により、本サービスの利用者も

増加していくと考えられますが、新規サービスであるため、平成 30年度の導入より微

増していくと想定され、平成 32 年度においては、1 か月あたり 4 人のサービス量を見

込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

就労定着支援 － 
利用者数 

2 人 

利用者数 

3 人 

利用者数 

4 人 

 

《就労定着支援の利用者像》 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した方で、就労に伴う環境の変化により生活面の

課題が生じている方 
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⑥療養
りょうよう

介護
か い ご

 

 

 医療を必要とし、常に介護を必要とする人に、昼間、病院等において、機能訓練、療

養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活の世話を行います。 

 

 

 

  

 本市では、第四期計画期間の平成 27 年度、平成 28 年度では 7 名程度の利用者数と

なっています。今後も横ばいの傾向であると想定され、平成 30 年度から平成 32 年度

においては、各年度 1か月あたり 8人のサービス量を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

療養介護 
利用者数 

7.4人 

利用者数 

8 人 

利用者数 

8 人 

利用者数 

8 人 

 

《療養介護の利用者像》 

療養介護 

 医療及び常時介護を必要とする障がい者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する人で、Ａ

ＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）*患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている障害

支援区分 6、あるいは筋ジストロフィー患者・重症心身障がい者で障害支援区分 5以上の方 

 

*印の付いている用語の説明 
 

ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症） 

 Amyotrophic lateral sclerosis の略で、重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経

変性疾患。純粋に運動神経のみが侵され、感覚神経や自律神経など、他の系統の神経は

侵されない。 
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⑦短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

 

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、

食事の介護その他の必要な支援を行います。 

 

 

 

 

 平成 28年度の１か月あたりの利用者は 21.0人（福祉型 14.3人，医療型 6.7人）と

なっており、利用者数は増加傾向にあります。 

 短期入所は、施設や病院からの地域移行の促進、アンケート調査結果における潜在ニ

ーズの大きさ等の要素を踏まえると、今後も利用者数は増加していくと想定されます。 

平成 32 年度においては、1 か月あたり福祉型は 23 人、医療型は 12 人のサービス量

を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

短期入所（福祉型） 
利用者数 

14.3人 

利用者数 

18 人 

利用日数 

126人日分 

利用者数 

21 人 

利用日数 

147人日分 

利用者数 

23 人 

利用日数 

161人日分 

短期入所（医療型） 
利用者数 

6.7人 

利用者数 

8 人 

利用日数 

56 人日分 

利用者数 

10 人 

利用日数 

70 人日分 

利用者数 

12 人 

利用日数 

84 人日分 

※1人あたりの利用日数を福祉型 7 日／月、医療型 7日／月として計算 

 

《短期入所の利用者像》 

短期入所 

 介護を行う人が疾病その他の理由により、施設への短期間の入所を必要とし、次に掲げる方。 

① 障害支援区分が区分 1以上である方 

② 障害児に必要とされる支援の度合いに応じて厚生労働大臣が定める区分における区分 1 以上

に該当する障がい児 
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（３）居住系
きょじゅうけい

サービス
さ ー び す

 

 

① 自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する方について、

本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪

問や随時の対応により、利用者の理解力、生活力等を補うため適時のタイミングで適切

な支援を行います。 

 

 平成 30年度の改正障害者総合支援法の施行により、新たに創設されるサービス。 

 施設や病院から地域移行の促進等から、本サービスの利用者も一定の需要があると

考えられるが、新規サービスであるため、平成 30年度から平成 32年度においては、1

か月あたり 2人のサービス量を見込むこととします。 

  
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

自立生活援助 － 2 人 2 人 2 人 

 

《自立生活援助の利用者像》 

自立生活援助 

 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた方で、一人暮らしを希望する方 

等 
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②共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

） 

 

主として、夜間や休日に、共同生活を行う住居において、相談、入浴、排せつ、食事

の介護その他の日常生活上の援助を行います。 

 

 

 

 

平成 28 年度の実績は利用者数 36.8 人で、近年増加の傾向となっています。現在、

市内のグループホームは 1 か所で、多くの人が市外のグループホームを利用している

状況にあります。 

 共同生活援助（グループホーム）は、家族等介護者の高齢化、施設や病院からの地域

移行の促進、アンケート調査結果における潜在ニーズ（特に知的障がい者で高い利用意

向）の大きさ等の要素を踏まえると、今後も増加していくサービスであると考えられま

す。計画期間の平成 30 年度から平成 32 年度にかけても増加傾向にあると想定され、

平成 32年度においては、1か月あたり 45人のサービス量を見込むこととします。 

 

［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 
利用者数 

36.8人 

利用者数 

40 人 

利用者数 

42 人 

利用者数 

45 人 

 

《共同生活援助の利用者像》 

共同生活援助 

 障がいのある人で、共同生活を営む住居の利用を希望する人。 

 ただし、身体に障がいのある人の利用は、65 歳未満の人、65 歳に達する日の前日までに障がい福

祉サービス等を利用したことがある人に限られます。 
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③ 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

 

 施設に入所する障がい者に対して、主として、夜間において、入浴、排せつ、食事等

の介護、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。 

 

 

 

 

 近年の入所施設から地域生活への移行の取り組みにより、利用者は少しずつ減少し

ており、平成 28年度の施設入所者は 50.1人となっています。 

 しかし、グループホーム等地域生活が困難な人、施設への入所待機者もいるため、第

五期計画では入所者の削減数の数値目標は設定しません。利用者数は微増していくと

想定され、平成 32年度においては、1か月あたり 52人のサービス量を見込むこととし

ます。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

施設入所支援 50.1人 50 人 51 人 52 人 

 

《施設入所支援の利用者像》 

施設入所支援 

 夜間において、介護が必要な方、通所が困難である自立訓練または就労移行支援の利用者 

① 生活介護利用者のうち、障害支援区分 4以上の方（50歳以上の場合は、区分 3以上） 

② 自立訓練または就労移行支援の利用者で、入所により訓練等を実施することが必要で効果的

であると認められる方。または、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難である方 

等 
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（４）相談
そうだん

支援
し え ん

 

 

①計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

 

 サービス利用支援と継続サービス利用支援があります。サービス利用支援は、障害福

祉サービス等の支給決定前に、障がい者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案

し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成します。支給決定

が行われた後には、サービス提供事業者等との連絡調整等を行うとともに、当該支給決

定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行います。継続サービス利用支

援は、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証（モニタリン

グ）し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の変更等を行います。 

 平成 27年度に障害福祉サービスの支給決定の際に「サービス利用計画案」の提出が

義務づけられたため、第四期計画期間中に利用者は大幅に増加しました。平成 30年度

以降も障害福祉サービスの利用者の増加とともに、着実に増加していくと想定され、平

成 32年度おいては、820人の利用を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

計画相談支援 673人 730人 770人 820人 

 

 

②地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

 

 

 地域移行支援と地域定着支援があります。地域移行支援は、障害者支援施設や精神科

病院等に入所・入院等している障がい者に対して、住居の確保その他の地域における生

活に移行するための活動に関する相談その他の便宜を供与します。地域定着支援では、

居宅において単身等の状況で生活する障がい者に対して、当該障がい者との常時の連

絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等において相談その他の

便宜を供与します。 

 地域移行支援については、平成 28 年度の実績はありませんでした。平成 30 年度以

降は、地域への移行を促進するために、各年度 2人の利用者を見込むこととします。 

地域定着支援については、これまでに利用実績はありませんが、今後は地域移行支援

の利用から地域定着支援へと移行する人を想定し、平成 30年度以降は、各年度 1人の

利用者を見込むこととします。 

 

［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

地域移行支援 0 人 2 人 2 人 2 人 

地域定着支援 0 人 1 人 1 人 1 人 
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（５）障
しょう

がい児
じ

支
し

援
えん

 

 

① 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

 

 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その

他の必要な支援を行います。 

 平成 27 年度から平成 28 年度にかけて、利用者は減少しており、微減若しくは横ば

いに推移すると想定されるため、平成 32年度で、利用者数 7人を見込むこととします。 

  
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

児童発達支援 9.1人 

利用者数 

7 人 

利用日数 

91 人日分 

利用者数 

7 人 

利用日数 

91 人日分 

利用者数 

7 人 

利用日数 

91 人日分 

   ※1人あたりの利用日数を 13 日／月として計算 

  
《児童発達支援の利用者像》 

児童発達支援 

療育の観点から集団療育、個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の児童。 

具体的には次のような例が挙げられます。 

① 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要があると認められた児童 

② 保育所や幼稚園に在籍しているが、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・

訓練を受ける必要があると認められた児童 

 

 

②医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

 

 日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練そ

の他の必要な支援と治療を行います。 

 利用のニーズから、平成 32 年度においては、利用者数 1 人を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

医療型児童発達支援 0 人 

利用者数 

1 人 

利用日数 

13 人日分 

利用者数 

1 人 

利用日数 

13 人日分 

利用者数 

1 人 

利用日数 

13 人日分 

     ※1 人あたりの利用日数を 13日／月として計算 

 
《児童発達支援の利用者像》 

医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認め

られた障がい児。 
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③放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 

 

 学校の授業終了後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練や、

社会との交流の促進その他の必要な支援を行います。 

 平成 28年度には毎月 60人以上の利用があり、利用ニーズも高く、平成 30年度以降

も利用者は増加していくことが想定されるため、平成 32年度においては、利用者数 100

人を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

放課後等デイサービス 64.7人 

利用者数 

80 人 

利用日数 

1,040 人日分 

利用者数 

90 人 

利用日数 

1,350 人日分 

利用者数 

100人 

利用日数 

1,500 人日分 

   ※1人あたりの利用日数を 15 日／月として計算 

 

《放課後等デイサービスの利用者像》 

放課後等デイサービス 

学校教育法第 1 条に規定している学校（幼稚園、大学を除く。）に就学しており、授業の終

了後や休業日に支援が必要と認められた児童 

 

 

④保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

 

 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応の

ための専門的な支援その他の必要な支援を行います。 

 平成 28年度には毎月 12人程度の利用があり、他のサービスの利用等から平成 30年

度以降は微増若しくは横ばいに推移すると想定されるため、平成 32 年度においては、

利用者数 13人を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

保育所等訪問支援 12.5人 

利用者数 

13 人 

利用日数 

26 人日分 

利用者数 

13 人 

利用日数 

26 人日分 

利用者数 

13 人 

利用日数 

26 人日分 

   ※1人あたりの利用日数を 2日／月として計算 

 

《保育所等訪問支援の利用者像》 

保育所等訪問支援 

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設その他の

児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、施設において、専門的な支援が必要と

認められた児童 
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⑤居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

 

 重度の障がい等の状態にあり、障害児通所支援を利用するために外出することが著

しく困難な児童に対して、居宅を訪問し、日常生活での基本的な動作の指導、知識技能

の付与等の支援を行います。 

平成 30年度の改正児童福祉法の施行により、新たに創設されるサービス。 

サービス提供事業所が見込めないことから、大幅な利用者の増加はしないことが想

定されるため、平成 32年度においては、利用者数 2人を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

居宅訪問型児童発達支援 － 

利用者数 

2 人 

利用日数 

2 人日分 

利用者数 

2 人 

利用日数 

2 人日分 

利用者数 

2 人 

利用日数 

2 人日分 

   ※1人あたりの利用日数を 1日／月として計算 

 

《居宅訪問型児童発達支援の利用者像》 

居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障害児などの重度の障がい児等で、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるた

めに外出することが著しく困難な児童 

 

 

⑥障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

 

障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助があります。障

害児支援利用援助は、障害児通所支援の支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成

し、支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利

用計画の作成を行います。継続障害児支援利用援助は、支給決定されたサービス等の利

用状況の検証（モニタリング）を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 

 障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助とを合わせた利用者は、平成 27年度

には約 130名、平成 28年度では 200名を超える利用があり、利用者数は大幅に増加し

ています。平成 30年度以降も、障がい児通所支援サービスの利用者の増加に伴い、徐々

に増えていくことが想定されます。見込量の算定基準は、「児童発達支援」、「放課後等

デイサービス」、「保育所等訪問支援」等サービスの見込み量を合計した人数を基準と

し、第一期計画期間の各年度の見込量は、平成 30 年度は 260 人、平成 31 年度は 280

人、平成 32年度は 300人を見込むこととします。 

   
［サービス見込量］ 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

障害児相談支援 215人 260人 280人 300人 
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⑦医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

に対
たい

する関
かん

連
れん

分
ぶん

野
や

の支援
し え ん

を調整
ちょうせい

するコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の 

配置
は い ち

 

 

 医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整す

るコーディネーターとして養成された相談支援専門員等の配置を促進することが必要

です。このコーディネーターは、医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利

用者を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画

し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する

支援のための地域づくりを推進するといった役割を担っています。なお、市での配置が

困難な場合には、圏域での配置を含めて検討していきます。 

 
［サービス見込量］ 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置 

－ 
配置人数 

0 人 

配置人数 

0 人 

配置人数 

1 人 
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６ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込
み こ

み量
りょう

            
 

 

 障害者総合支援法で市町村が行うこととされている地域生活支援事業の計画期間にお

けるサービスの見込みについては、これまでの利用実績やアンケート調査の結果、国・県

の基本的な考え方等を踏まえ、次のとおり推計しました。 

 

 

（１）理解
り か い

促進
そくしん

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

 

 障がいや障がいのある人等に対する理解を深めるための研修や啓発を通じて、地域

住民への働きかけを行います。 

 「第三次北本市障害者福祉計画（平成 29年 3月）」では、基本目標 6として「障がい

の理解と市民の協働を実現するための基盤づくり」を掲げています。市役所内販売スぺ

ース「ひだまり」、「きたもと福祉まつり」や『精神障がい者の明るい未来のために』フ

ォーラム等によるふれあいの機会の創出、また、地域自立支援協議会において、サービ

ス提供事業所・相談支援事業所・障がい者支援団体に対する研修会を実施します。これ

らの事業により、今後も障がいや障がいのある人等に対する市民の理解が深まるよう

取り組みを進めます。 

 

 

（２）自発的
じはつてき

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 

 障がいのある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障がい

のある人やその家族、地域住民による自発的な取り組みを支援します。 

 ボランティアの普及・育成を進めるほか、障がいのある人の介護者のための家族教室

を開催する等、障がいのある人や介護者同士の情報交換・交流の場の確保に努めます。 

また、災害時に要配慮者である障がいのある人の円滑な避難誘導・救助に向けて、地

域福祉計画や地域防災計画に基づき、避難行動要支援者名簿等の整備を進め、地域ぐる

みの協力体制の確立を図ります。 

 

 

（３）相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 

 障がいのある人やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の

便宜を提供することや、権利擁護のために必要な支援を行うことにより、障がいのある

人などが自立した日常生活や社会生活を営むことができるような相談支援体制を整え

ます。 



 
 

- 44 - 

 本市では、平成 19年度に障害者相談支援事業を 2箇所（指定特定・指定一般相談支

援事業者）で実施し、鴻巣市と共同で自立支援協議会を設置しました。障害のある人等

の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報

の提供や助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐

待の防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がいのある人等の

権利擁護のために必要な援助を行います。 

 今後も、引き続き、相談支援体制を充実させ、障がいのある人が主体的にサービスを

選び、自立した地域生活を継続できるよう努めます。 

 また、障がいのある人やその家族からの専門的な相談に対応できる相談支援事業者

を確保するとともに、市と相談支援事業者との連携を強化するように努めます。 

さらに、自立支援協議会を中核と位置づけ、本市の実情にあった相談支援体制の構築

を進めていきます。 

なお、障害者総合支援法では、市町村は「基幹相談支援センター」を設置することが

できることとされています。本市においても、地域における相談支援の中核的な役割を

担う機関である「基幹相談支援センター」の設置に向けた検討を引き続き進めていきま

す。 

 

 

［サービス見込量］ 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

障害者相談支援事業 2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 

地域自立支援協議会 設置 設置 設置 設置 

 

 
《鴻巣北本地域自立支援協議会の組織図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《障害者相談支援事業》 

事業の概要 

地域の障がいのある人等の福祉に関する各般の問題につき、障がいのある人等、障がい児の保

護者又は障がいのある人等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行

う。 

 

  

障害者差別解消支援地域協議会 

相談支援部会 地域支援部会 就労支援部会 

運営会議 

鴻巣北本地域自立支援協議会 
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（４）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 

 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認

められる知的障がい者、精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することによ

り、障がいのある人の権利擁護を図ります。 

 

 

［サービス見込量］ 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

成年後見制度利用支援事業 0 人 1 人 1 人 1 人 

  
《成年後見制度利用支援事業》 

事業の概要 

障害福祉サービスの利用等をする知的障がい者、精神障がい者が、補助を受けなければ成年後

見制度の利用が困難と認められる場合に、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について補助

を行い、成年後見制度の利用を支援することにより、障がいのある人の権利擁護を図る。 
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（５）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

（平成 24年度までは、コミュニケーション支援事業） 

 

 聴覚、知的、発達、高次脳機能、重度の身体の障がい等や難病のため、意思疎通を図

ることに支障がある障がいのある人等に、手話通訳者、要約筆記者の派遣を行い、意思

疎通の円滑化を図ります。 

 平成 28年度の派遣件数は、手話通訳者 477件（利用実人数 30人）、要約筆記者 14件

（利用実人数 2人）となっています。 

 

 
 

 
 

 平成 32 年度においては、年間の手話通訳者派遣は利用実人数 35 人、派遣件数 485

件、要約筆記者派遣は利用実人数 3人、派遣件数 15件のサービス量を見込むこととし

ます。 

［サービス見込量］ ※年度ごとの利用実人数、派遣件数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

手話通訳者派遣 

利用実人数 

30 人 

派遣件数 

477件 

利用実人数 

35 人 

派遣件数 

475件 

利用実人数 

35 人 

派遣件数 

480件 

利用実人数 

35 人 

派遣件数 

485件 

要約筆記者派遣 

利用実人数 

2 人 

派遣件数 

14 件 

利用実人数 

3 人 

派遣件数 

15 件 

利用実人数 

3 人 

派遣件数 

15 件 

利用実人数 

3 人 

派遣件数 

15 件 

 
《意思疎通支援事業》 

事業の概要 

手話通訳者、要約筆記者を派遣し、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人等とその他

の者の意思疎通を支援する。 
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（６）日常生活用具給付等事業
にちじょうせいかつようぐきゅうふとうじぎょう

 

 

 障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付、貸与すること

等により、日常生活の便宜を図り、障がいのある人等の福祉の増進を図ります。 

 給付等の実績は増加傾向にあり、平成 28年度は 1,337件の給付等を行いました。 

  給付等品目例 

①介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、体位変換器等 

②自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置等 

③在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、視覚障害者用体温計等 

④情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭等 

⑤排泄管理支援用具 ストマ用装具、紙おむつ等 

⑥居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 設置に小規模な住宅改修を伴う用具 

   

 

 

平成 32 年度のサービス量については、年間 1,856 件の利用を見込むこととします。 

 

［サービス見込量］ ※年度ごとの給付件数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護・訓練支援用具 2 件 4 件 4 件 4 件 

自立生活支援用具 5 件 11 件 11 件 11 件 

在宅療養等支援用具 7 件 6 件 6 件 6 件 

情報・意思疎通支援用具 14 件 12 件 12 件 12 件 

排泄管理支援用具 1,308 件 1,505 件 1,655 件 1,821 件 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
1 件 2 件 2 件 2 件 

合計 1,337 件 1,540 件 1,690 件 1,856 件 

  
      《日常生活用具給付等事業》  

事業の概要 

日常生活上の便宜を図るため、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病

患者等に、厚生労働省が示す要件を満たす 6 種（介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅

療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具）の用

具を給付、貸与する。 
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（７）手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

    

 意思疎通を図ることに支障のある障がいのある人等が、自立した日常生活、社会生活

を営むことができるよう支援するため、手話で日常会話を行うのに必要な手話語い、手

話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する研修を行います。 

 平成 32年度において、養成講習修了者数 9人を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※養成講習修了見込者数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

手話奉仕員養成研修事業 8 人 9 人 9 人 9 人 

 
      《手話奉仕員養成研修事業》 

事業の概要 

聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会

話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。 
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（８）移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 

 屋外での移動が困難な人について、地域における自立生活及び社会参加を促すこと

を目的として、外出のための個別移動支援を行います。 

 平成 28 年度の１か月あたりの平均の利用者数は 30 人、利用時間は 400 時間となっ

ています。 

 

 
 

 平成 32 年度においては、１か月あたりの利用者数は 42 人、利用時間は 546 時間の

サービス量を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたり利用者数、利用時間 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

移動支援事業 

利用実人数 

30 人 

利用時間 

400時間 

利用実人数 

35 人 

利用時間 

455時間 

利用実人数 

38 人 

利用時間 

494時間分 

利用実人数 

42 人 

利用時間 

546時間分 

※1人あたりの利用時間を 13 時間／月として計算 

 
      《移動支援事業》 

事業の概要 

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のため

の外出の際の移動を支援する。 
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（９）地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

 

 

 創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の機会の提供などを行う

地域活動支援センターを設置しています。 

 現在、「地域活動支援センターかばざくら」（市内）と「生活支援センター夢の実」（鴻

巣市）の２か所の地域活動支援センターがあります。どちらも精神障がい者の利用が中

心となっていますが、知的障がい者の利用もあります。 

平成 32年度においては、1か月あたり 44人のサービス量を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※利用者数は 1か月あたりの利用実人数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

地域活動支援センター 
2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

33 人 38 人 41 人 44 人 
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（１０）その他
た

の事業
じぎょう

 

 

①訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

 

 

 家庭での入浴が困難な身体障がい者に対して、特殊浴槽を使用して、自宅で、身体の

清潔の保持、心身機能の維持等を図るための入浴サービスを提供します。 

 利用実績は、平成 27年度が 4人、平成 28年度が 3人となっています。 

平成 32 年度においては、これまでの実績と重度障がい者の増加傾向を踏まえ、1 か

月あたり 4人のサービス量を見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用実人数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問入浴サービス事業 3 人 4 人 4 人 4 人 

 

 

②更生
こうせい

訓練費
くんれんひ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

 

 

 就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している方（ただし、障害福祉サービス

に係る利用者負担額の生じない方、またはこれに準ずるとして市が認めた方）に、更生

訓練費を給付します。 

 利用実績は、平成 27年度は 9人、平成 28年度は 13人となっています。 

 なお、平成 29年度の制度見直しにより、支給対象者を生活保護受給者等とし、給付

額を拡充したため、平成 32 年度においては、1 か月あたり 3 人のサービス量を見込む

こととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用実人数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

更生訓練費給付事業 13 人 3 人 3 人 3 人 

 

 

③日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 

 障がいのある人の見守りやその家族の就労支援、日常的に介護している家族の一時

的な休息を目的として、障がいのある人に日中活動の場を提供します。 

 利用実績は、平成 27 年度は 5 人、平成 28 年度は 6 人となっています。今後は、微

増傾向にあると想定され、平成 32 年度においては、1 か月あたり 9 人のサービス量を

見込むこととします。 

 
［サービス見込量］ ※1か月あたりの利用実人数 

 28 年度実績 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

日中一時支援事業 6 人 7 人 8 人 9 人 
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《サービス
さ ー び す

見込量
みこみりょう

一覧
いちらん

》 
 

【障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 備 考 

訪 問 系 

サ ー ビ ス 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

利用者数 

90 人 

利用時間 

1,800 時間 

利用者数 

95 人 

利用時間 

1,900 時間 

利用者数 

100人 

利用時間 

2,000 時間 

1 か月あたり

の利用者数、

利用時間 

1 人あたりの

利用時間を 20

時間／月とし

て計算 

日中活動系 

サ ー ビ ス 

生活介護 
165人 

3,630 人日分 

170人 

3,740 人日分 

175人 

3,850 人日分 

1 か月あたり

の利用者数、

利用人日 

1 人あたりの

利用日数を 22

日／月として

計算 

自立訓練（機能訓練） 
2 人 

44 人日分 

2 人 

44 人日分 

2 人 

44 人日分 

自立訓練（生活訓練） 
8 人 

176人日分 

9 人 

198人日分 

10 人 

220人日分 

就労移行支援 
30 人 

660人日分 

35 人 

770人日分 

40 人 

880人日分 

就労継続支援（Ａ型） 
8 人 

176人日分 

9 人 

198人日分 

10 人 

220人日分 

就労継続支援（Ｂ型） 
65 人 

1,430 人日分 

70 人 

1,540 人日分 

75 人 

1,650 人日分 

就労定着支援 2 人 3 人 4 人 
1 か月あたり

の利用者数 

療養介護 8 人 8 人 8 人 
1 か月あたり

の利用者数 

短期入所（福祉型） 
18 人 

126人日分 

21 人 

147人日分 

23 人 

161人日分 

1 か月あたり

の利用者数、

利用人日 

1 人あたりの

利用日数を 7

日／月として

計算 

短期入所（医療型） 
8 人 

56 人日分 

10 人 

70 人日分 

12 人 

84 人日分 

居 住 系 

サ ー ビ ス 

自立生活援助 2 人 2 人 2 人 
1 か月あたり

の利用者数 

共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎ

ｰﾑ) 
40 人 42 人 45 人 

1 か月あたり

の利用者数 

施設入所支援 50 人 51 人 52 人 
1 か月あたり

の利用者数 

相談支援 

計画相談支援 730人 770人 820人 － 

地域移行支援 2 人 2 人 2 人 
1 か月あたり

の利用者数 

地域定着支援 1 人 1 人 1 人 
1 か月あたり

の利用者数 
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【障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

等
とう

】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 備 考 

障 害 児 

通所支援 

児童発達支援 
7 人 

91 人日分 

7 人 

91 人日分 

7 人 

91 人日分 

1 か月あたり

の利用者数、

利用人日 

1 人あたりの

利用日数を 13

日／月として

計算 

医療型児童発達支援 
1 人 

13 人日分 

1 人 

13 人日分 

1 人 

13 人日分 

1 か月あたり

の利用者数、

利用人日 

1 人あたりの

利用日数を 13

日／月として

計算 

放課後等デイサービス 
80 人 

1,040 人日分 

90 人 

1,350 人日分 

100人 

1,500 人日分 

1 か月あたり

の利用者数、

利用人日 

1 人あたりの

利用日数を 15

日／月として

計算 

保育所等訪問支援 
13 人 

26 人日分 

13 人 

26 人日分 

13 人 

26 人日分 

1 か月あたり

の利用者数、

利用人日 

1 人あたりの

利用日数を 2

日／月として

計算 

居宅訪問型児童発達支援 
2 人 

2 人日分 

2 人 

2 人日分 

2 人 

2 人日分 

1 か月あたり

の利用者数、

利用人日 

1 人あたりの

利用日数を 1

日／月として

計算 

障害児相談支援 260人 280人 300人 － 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置 

0 人 0 人 1 人 配置人数 
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【地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

】 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 備 考 

相談支援事業 

障害者相談支援事業 2 箇所 2 箇所 2 箇所 － 

地域自立支援協議会 設置 設置 設置 － 

成年後見制度利用支援事業 1 人 1 人 1 人 
年度ごとの利

用実人数 

意思疎通 

支援事業 

手話通訳者派遣 

利用実人数 

35 人 

派遣件数 

475件 

利用実人数 

35 人 

派遣件数 

480件 

利用実人数 

35 人 

派遣件数 

485件 
年度ごとの利

用実人数、派

遣件数 

要約筆記者派遣 

利用実人数 

3 人 

派遣件数 

15 件 

利用実人数 

3 人 

派遣件数 

15 件 

利用実人数 

3 人 

派遣件数 

15 件 

日常生活用具 

給付等事業 

介護・訓練支援用具 4 件 4 件 4 件 

年度ごとの給

付等件数 

自立生活支援用具 11 件 11 件 11 件 

在宅療養等支援用具 6 件 6 件 6 件 

情報・意思疎通支援用具 12 件 12 件 12 件 

排泄管理支援用具 1,505 件 1,655 件 1,821 件 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
2 件 2 件 2 件 

合計 1,540 件 1,690 件 1,856 件 

手話奉仕員養成研修事業 9 人 9 人 9 人 
養成講習修了

見込者数 

移動支援事業 

利用実人数 

35 人 

利用時間 

455時間 

利用実人数 

38 人 

利用時間 

494時間 

利用実人数 

42 人 

利用時間 

546時間 

1 か月あたり

利用実人数、

利用時間 

1 人あたりの

利用時間を 13

時間／月とし

て計算 

地域活動支援センター事業 
2 か所 

38 人 

2 か所 

41 人 

2 か所 

44 人 

1 か月あたり

の利用実人数 

その他の事業 

訪問入浴サービス事業 4 人分 4 人分 4 人分 
1 か月あたり

の利用実人数 

更生訓練費給付事業 3 人分 3 人分 3 人分 
1 か月あたり

の利用実人数 

日中一時支援事業 7 人分 8 人分 9 人分 
1 か月あたり

の利用実人数 
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７ 障害福祉
しょうがいふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

      
 
 

（１）訪問系
ほうもんけい

サービス
さ ー び す

 

 

 訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支

援）のサービス見込量を確保するための方策です。 
 

○ アンケート調査の結果によると、居宅介護の利用意向は高く、利用の増加が見込ま

れるため、サービス提供体制の充実に努めます。 

 

○ 障害福祉サービス事業者だけでなく介護保険事業などの事業者に対しても呼びかけ

や情報提供を行うなど、見込量の確保に努めます。 

 

○ 高齢の障がい者の場合は、介護保険サービスを利用しているケースもあります。障

がいの特性および個々の状況に即して対応できるよう、ケアプラン・サービス等利用

計画に基づいて必要性を勘案し、必要な調整を実施します。また、地域自立支援協議会

等を活用し、介護保険サービス事業者に対しては、障害福祉サービスへの理解を求め

ていきます。 

 

○ 様々な困難事例への対応等を支援するため、地域自立支援協議会において協議・調

整を行っていきます。その際には、必要に応じて、当該困難事例の支援関係者等による

個別ケア会議を開催します。 

 

 

（２）日中
にっちゅう

活動系
かつどうけい

サービス
さ ー び す

 

 

 日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支

援、療養介護、短期入所）のサービス量を確保するための方策です。 

 

○ アンケート調査の結果によると、生活介護・短期入所の利用意向は高く、利用の増加

が見込まれるため、市内あるいは近隣市で活動する社会福祉法人等に働きかけ、関係

団体、関係機関と連携を図りながら、市内における日中活動系サービス事業所の充実

に向け取り組みます。 

 

○ 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者

優先調達推進法）」を踏まえ、「北本市における障がい者就労施設等からの物品等の調

達指針」を策定し、障がい者就労施設等からの物品調達を推進することにより、施設の

安定的な運営と作業工賃を伸ばすための事業を支援します。 
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○ 障がいのある人の就労の機会の拡大を図り、安心して働き続けられるよう就労支援

や定着支援体制の充実を図ります。また、北本市障がい者就労支援センターを設置し、

ハローワーク、埼玉障害者職業センター、特別支援学校等の関係機関と連携しながら、

就労系サービス事業所の支援に努めます。 

 

 

（３）居住系
きょじゅうけい

サービス
さ ー び す

 

 

 居住系サービス（自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援）のサービス見込量を確

保するための方策です。 

 

○ 市内あるいは近隣市で活動する社会福祉法人等に働きかけ、市内における利用ニー

ズ等必要性を訴え、グループホームの設置を呼びかけていきます。 

 

○ 埼玉県の障害者支援施設等入所調整制度を活用するなど、県との調整により、施設

入所支援を進めていきます。 

 

 

（４）障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

 

 

 障害児通所支援（児童発達支援（医療型、居宅訪問型を含む）、放課後等デイサービス、

保育所等訪問支援）のサービス見込量を確保するための方策です。 

 

○ アンケート調査の結果によると、放課後等デイサービスの利用意向が大きく出てい

ることから、サービスを利用しやすい環境の整備に努めます。 

 

○ 障害児通所支援の利用ニーズや見込量に対し、適切にサービスが提供できる体制の

確保に努めます。 

 

 

（５）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 

 地域生活支援事業の見込量を確保するための方策です。 

 

① 相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう
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○ 障がいのある人やその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言その他の障

害福祉サービスの利用支援を行うなど相談支援体制の充実を図ります。 

 

○ 障がいのある人や家族に対して適切な支援を行えるよう地域自立支援協議会を活用

し、相談支援事業者や地域の関係機関との連携の強化に努めます。 

 

○ 障がいのある人同士や家族同士によるピアカウンセリング・ピアサポート（自分の

体験を語り、必要な情報を共有したり、共通した悩みや問題の解決に協同して取り組

んだりする）なども含め、身近な地域における相談体制の充実を図ります。 

 

○ 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である「基幹相談支援センター」

の設置に向けた検討を進めていきます。 

 

 

②意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

・手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

 

○ 手話通訳者・手話奉仕員養成のための講座を開催し、手話通訳者等の確保に努めま

す。 

 

○ 要約筆記者については、派遣機関との連携により、サービス提供の体制の確保に努

めます。 

 

 

③日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 

 

○ 障がいのある人が必要とする日常生活用具の情報を提供し、日常生活用具を必要と

する人へ、適切に給付するように努めます。 

 

 

④移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 

○ 移動支援事業の必要量を的確に把握し、必要とする人へ、適切にサービスが提供で

きる体制の確保に努めます。 

 

○ 障がいのある人が適切なサービスを利用できるよう、サービス提供事業者が専門的

な人材の確保及び資質の向上を図るよう働きかけていきます。 
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⑤地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

 

 

○ 地域で生活する障がい者に対して、創作的活動や生産活動の機会の提供などを行う

場を確保するため、地域活動支援センター事業を行う事業者の支援に努めます。 

 

○ 日中活動系のサービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援等）の実

施状況や、市内における様々な日中の活動の状況を把握しながら、障がいのある人た

ちの日中活動の場の確保に努めていきます。 
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 資
し

 料
りょう

 
 

（１）策定
さくてい

経過
け い か

 

年 月 日 内  容 
策 定 

委員会 

策 定 

幹事会 

平成 28年 

 

11月 1日～ 

11月 25日 

障がい者実態調査の実施 

対象者：身体障害者手帳所持者      1,000人 

療育手帳所持者          200人 

精神障害者保健福祉手帳所持者   200人 

上記 3種類の調査対象者の家族  1,400人 

     障がい者団体           5団体 

     障がい福祉サービス事業者    17事業所 

平成 29年 

 

7月 12日 

第 1回 策定委員会 

(1)計画の概要について 
(2)策定スケジュールについて 

(3)計画の構成について 

第 1回  

8月 5日～ 

8月 21日 

障がい児実態調査の実施 

対象者：障害児通所支援支給決定者    102人 

障害福祉サービス支給決定者    5人（重複決定者を除く） 

8月 9日 

第 1回 策定幹事会 

(1)計画の概要について 
(2)今後のスケジュールについて 

(3)第四期障害福祉計画に係る見込の実績と評価について 

(4)計画の素案について 

 第 1回 

10月 4日 

第 2回 策定委員会 

(1)アンケートの結果報告について（速報値） 
(2)障害福祉サービス等における実績及び見込量について 

(3)計画の素案について 

第 2回  

10月 24日 

第 2回 策定幹事会 

(1)アンケートの結果報告について（速報値） 
(2)計画の素案について 

 第 2回 

11月 22日 

第 3回 策定委員会 

(1)計画の素案について 

(2)パブリック・コメントについて 

第 3回  

12月 18日～ 

平成 30年 

1月 16日 

パブリック・コメントの実施 

1月 25日 鴻巣北本地域自立支援協議会への意見聴取 

1月 26日 

第 3回 策定幹事会 

(1)パブリック・コメントの結果について 
(2)計画の策定について 

 第 3回 

2月 2日 

第 4回 策定委員会 

(1)パブリック・コメントの結果について 
(2)計画の策定について 

第 4回  

※表中の表記について 

・計画＝北本市第五期障害福祉計画及び第一期障害児福祉計画 

・策定委員会＝北本市第五期障害福祉計画及び第一期障害児福祉計画策定委員会 

・策定幹事会＝北本市第五期障害福祉計画及び第一期障害児福祉計画策定幹事会  



 
 

- 60 - 

（２）北本市
きたもとし

第五期
だ い ご き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及び
お よ び

第一期
だいいっき

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

策定
さくてい

委員会
いいんかい
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（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第８８条の規定に基づく北本市第五期障害福祉計画（以下「障害福祉計画」という。）及び児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０の規定に基づく北本市第一期障害児福祉計画（以下「障

害児福祉計画」という。）を策定するにあたり、広く市民や関係者の意見を求め、障害者（児）のニー

ズに即した総合的な計画とするため、北本市第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画策定委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について所掌する。 

（１）障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関すること。 

（２）障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に係る連絡調整に関すること。 

（３）その他障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関し必要と認められる事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 策定委員会は、委員１１人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げるものについて、市長が委嘱又は任命する。 

（１）地域及び福祉関係団体の代表者 

（２）医療関係機関の代表者 

（３）知識経験者 

（４）北本市民の代表 

（５）市職員 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会議は、必要あると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。 

 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。 

 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は市長が定める。 

 

 附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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（敬称略） 

区分 役職 氏名 所属 

地域及び福祉関係団体

の代表者 

【１号委員】 

委員 赤 沼 幹 江 北本市民生委員・児童委員協議会 

副委員長 岩 崎 雄 一 北本市社会福祉協議会 

委員 真 田 牧 人 社会福祉法人一粒 

委員 関 口 暁 雄 埼玉県済生会鴻巣病院 

委員 関 根 秀 行 北本市障がい者福祉団体連絡協議会 

委員 長 島 幸 枝 北本市障がい者福祉団体連絡協議会 

委員 須 藤 貴 子 北本市障がい者福祉団体連絡協議会 

医療関係機関の代表者 

【２号委員】 
委員 平 尾 良 雄 桶川北本伊奈地区医師会 

知識経験者 

【３号委員】 
委員長 木 下 大 生 武蔵野大学 

北本市民の代表 

【４号委員】 
委員 久 保 田 敏 江 公募市民 

市職員 

【５号委員】 
委員 三 橋 浩 範 北本市福祉部長 
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 （設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第８８条の規定に基づく北本市第五期障害福祉計画及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

３３条の２０の規定に基づく北本市第一期障害児福祉計画を策定するにあたり、関係部署の意見を求

め、障害者（児）のニーズに即した計画とするため、北本市第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉

計画策定幹事会（以下「幹事会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 幹事会は、次に掲げる事項について所掌する。 

⑴ 北本市第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画（以下「計画等」という。）の策定に必要な資

料の収集及び必要な事項の調査研究に関すること。 

⑵ 計画等の原案の作成に関すること。 

⑶ その他計画等の策定に関し必要と認められる事項に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 幹事会は、幹事１１人をもって組織する。 

２ 幹事は、別表に定める職にある者をもって充てる。 

 

 （任期） 

第４条 幹事の任期は、任命の日から計画等の策定が終了する日までとする。ただし、幹事が欠けた場

合における補欠幹事の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（幹事長及び副幹事長） 

第５条 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 

２ 幹事長は、福祉部長の職にある者をもって充て、副幹事長は、福祉部福祉課長の職にある者をもっ

て充てる。 

３ 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。 

４ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第６条 幹事会の会議（以下「会議」という。）は、幹事長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、必要と認めるときは、幹事以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。 

 

 （庶務） 

第７条 幹事会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。 

 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、幹事会に必要な事項は幹事長が別に定める。 

 

 附 則 

 この規程は、平成２９年８月１日から施行する。 
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役職 氏 名 所  属 職名 

幹 事 長 三 橋 浩 範 福祉部 部長 

副 幹 事 長 中 村  稔 福祉部福祉課 課長 

幹 事 宮 部 亜 由 美 企画財政部企画課人権推進・男女共同参画係 係長 

幹 事 福 島 洋 輔 企画財政部財政課財政担当 主査 

幹 事 生 駒  強 市民経済部くらし安全課危機管理・消防防災担当 主事 

幹 事 松 永 宏 行 市民経済部産業振興課商工労政・観光担当 主幹 

幹 事 山 本 理 花 福祉部こども課子育て支援担当 主査 

幹 事 永 井 矩 承 福祉部こども課保育担当 主事 

幹 事 鈴 木 友 恵 健康推進部健康づくり課保健予防・業務係 係長 

幹 事 唐 澤 周 一 健康推進部高齢介護課高齢者福祉係 主査 

幹 事 内 田 浩 子 教育部学校教育課指導担当 主幹 
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